
　　
Ｄ
Ｖ
を
発
見
・
目
撃
し
た

●
被
害
者
が
安
全
な
場
所
に
い
る
か
を

確
認
し
、
警
察
に
通
報
ま
た
は
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

　
Ｄ
Ｖ
、
性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、
犯
罪
と
な
る
行

為
を
含
む
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
り
、
そ

の
根
底
に
は
女
性
の
人
権
へ
の
軽
視
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
暴
力
の
中
で
も
、
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
な
関
係
の
中
で
起
こ
る
Ｄ
Ｖ
は
見
過
ご
さ

れ
や
す
く
、
被
害
が
深
刻
に
な
る
ま
で
分

か
り
に
く
い
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　
Ｄ
Ｖ
は
あ
な
た
の
す
ぐ
そ
ば
で
起
こ
っ
て

い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。「
も
し
か
し
て

Ｄ
Ｖ
？
」
と
思
っ
た
ら
、
相
談
機
関
に
相

談
す
る
よ
う
、
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

　

あ
な
た
の
一
言
が
、
誰
か
を
救
う
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

　
「
Ｄ
Ｖ
」
っ
て
何
で
す
か
？

　

Ｄ
Ｖ
と
は
、
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
、

親
密
な
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴
力

の
こ
と
で
す
。

●
身
体
的
暴
力

●
精
神
的
暴
力

●
性
的
暴
力

●
経
済
的
暴
力

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
、
場
合
に

よ
っ
て
は
死
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

夫
婦
間
や
恋
人
同
士
で
あ
っ
て
も
、

暴
力
は
犯
罪
で
す
。
こ
れ
ら
の
暴
力
で

相
手
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、

許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、「
親
し
い
者
同
士
の
間
の
出

来
事
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
害
者
は
、

こ
れ
ら
を
「
暴
力
」「
Ｄ
Ｖ
」
と
認
識

し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
は

　

ど
ん
な
状
況
に
あ
る
の
で
す
か
？

　

殴
る
、
蹴
る
な
ど
の
暴
力
に
よ
る
け

が
の
ほ
か
、
暴
言
や
行
動
の
制
限
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
暴
力
に
よ
っ
て
、
将
来
へ
の

不
安
や
絶
望
、
孤
独
感
、
恐
怖
感
、
無

力
感
な
ど
、
被
害
者
の
心
は
深
く
傷
つ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障

害
）
か
ら
、
不
眠
や
頭
痛
な
ど
の
身
体

的
症
状
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

な
ぜ
逃
げ
な
い
の
？

　

暴
力
が
始
ま
っ
た
当
初
、
逃
げ
よ
う
と

し
た
ら
か
え
っ
て
暴
力
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

た
、
と
い
う
経
験
を
繰
り
返
し
た
結
果
、

逃
げ
ら
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
お
前
が
悪
い
か
ら
だ
」
と
責

め
ら
れ
る
う
ち
に
、
被
害
者
は
、「
暴
力

を
振
る
わ
れ
る
の
は
、
自
分
の
せ
い
」
と

思
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

Ｄ
Ｖ
は
、
激
し
い
暴
力
が
起
き
る
時

期
と
、
一時
的
に
や
さ
し
く
な
る
時
期
を

繰
り
返
す
た
め
、被
害
者
の
多
く
は
、「
根

は
い
い
人
。
い
つ
か
は
変
わ
っ
て
く
れ
る
」

と
期
待
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
逃
げ
る
」
こ
と
は
そ
れ
ま
で

の
生
活
の
す
べ
て
を
捨
て
去
る
こ
と
で
あ

り
、
経
済
的
な
自
立
が
困
難
な
こ
と
と

併
せ
て
、
大
き
な
覚
悟
が
必
要
で
あ
る

こ
と
も
事
実
で
す
。

　
Ｄ
Ｖ
の
家
庭
で
育
つ

　

子
ど
も
が
受
け
る
影
響
は
？

　

Ｄ
Ｖ
の
加
害
者
は
、
子
ど
も
に
も
暴

力
を
振
る
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

被
害
者
が
気
も
ち
の
行
き
場
を
な
く
し

て
子
ど
も
に
暴
力
を
振
る
っ
て
し
ま
う
こ

と
や
、
子
ど
も
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
気

力
が
な
く
な
り
ネ
グ
レ
ク
ト
（
育
児
放

棄
）
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

直
接
暴
力
を
受
け
な
く
て
も
、
子
ど

も
に
暴
力
を
目
撃
さ
せ
る
こ
と
は
精
神
的

虐
待
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
児
童
虐
待
防

止
法
に
も
明
確
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
Ｄ
Ｖ
防
止
法
と
は

　

ど
ん
な
法
律
で
す
か
？

　

正
式
に
は
、「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の

防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」
と
い
い
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
暴
力
】

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
が
対
象
で
す
。

（
配
偶
者
以
外
の
家
族
や
恋
人
、
他
人

か
ら
の
暴
力
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。）

●
「
配
偶
者
」
に
は
、
婚
姻
中
の
ほ
か
、

事
実
婚
や
元
配
偶
者
を
含
み
ま
す
。
男

性
、
女
性
の
別
を
問
い
ま
せ
ん
。

●
「
暴
力
」
は
、
身
体
的
暴
力
だ
け
で

な
く
、
精
神
的
暴
力
、
性
的
暴
力
も
含

ま
れ
ま
す
。

【
相
談
・
一
時
保
護
】

　

広
島
県
は
、「
配
偶
者
暴
力
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
県
内
３
カ
所
（
広
島
・

福
山
・
備
北
）
に
設
置
し
、
次
の
よ
う

な
業
務
を
通
じ
て
被
害
者
の
相
談
や
支

援
に
あ
た
って
い
ま
す
。

●
相
談
や
関
係
機
関
の
紹
介

●
一
時
保
護
施
設
で
の
保
護

●
保
護
命
令
制
度
や
自
立
支
援
制
度
な

ど
の
情
報
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と

の
連
絡
調
整

●
そ
の
他
の
援
助

【
保
護
命
令
制
度
】

　

裁
判
所
に
申
し
立
て
る
と
、
加
害
者

に
対
し
保
護
命
令
が
出
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
更
な
る
暴
力
に
よ
り
、
生

命
ま
た
は
身
体
に
重
大

な
危
害
を
受
け
る
お
そ

れ
が
大
き
い
と
き
に
限

り
ま
す
。

※
Ｄ
Ｖ
防
止
法
は
、
男

性
被
害
者
も
対
象
と
な

り
ま
す
。

あなたは大丈夫？
殴る、蹴る、噛む、つねる、首を締めるなど
身体を傷つけられる（身体的暴力）

刃物を突きつけられたり、殴るふりをして脅
される（身体的暴力）

交友関係や電話・メールを細かく監視され
る（精神的暴力）

人格を否定するような暴言を吐かれる、大
声で怒鳴られる（精神的暴力）

避妊に協力してくれない（性的暴力）

望まないのに、性的行為を強要される　
（性的暴力）

生活費を渡してくれない（経済的暴力）

働くことを許してくれない（経済的暴力）

□

□

□

□
□
□

□
□

チェック
DV

ハネムーン期

暴力のサイクル

別人のように優しく
なり、反省し、もうしな
いと約束したりする。

緊張の蓄積期
ちょっとしたことで
機嫌が悪くなる等
緊張感が増し、暴力
を予感させる。

暴力の爆発期 
緊張が高まり、感情
のコントロールができ
ず、暴力をふるう。

加害者が被害者の身辺
につきまとったり、被害者
の住居、勤務先などの付
近をはいかいすることを
禁止する命令です。

（被害者と同居する未成
年の子ども、被害
者の親族なども
対象になりま
す。）

加害者に、被害者と共に
住む住居から退
去することを命
ずるものです。

被害者に対する無言電
話、夜間または連続して
の電話・電子メール、面会
を求めることなどを禁止
する命令です。

（対象者は被害者本人の
みです。接近禁止
命令が発令され
ている間に限り
ます。）

※事実婚の場合の申し立てや
元配偶者に対する申し立ても
できます。

※命令に違反すれば、１年以下
の懲役または100万円以下の
罰金です。

◎接近禁止命令

◎退去命令

◎電話等禁止命令

保護命令の種類

期間

6ヵ月
期間

6ヵ月

期間

2ヵ月

ストップ・
ザ・暴力

配偶者などからの暴力（DV）防止について
「ＤＶ」…ドメスティック・バイオレンスの略

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

　

被
害
者
は
、
自
分
が
被
害
者
だ
と
い

う
認
識
が
な
か
っ
た
り
、
大お
お

事ご
と

に
し
た

く
な
い
と
隠
そ
う
と
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

Ｄ
Ｖ
が
表
面
化
し
に
く
い
こ
と
か
ら

も
、
周
り
の
人
か
ら
の
救
い
の
手
が
と

て
も
重
要
で
す
。

　　

知
人
が
Ｄ
Ｖ
被
害
者
か
も

●
親
し
い
方
な
ら
、
相
談
機
関
に
「
相

談
し
て
み
た
ら
？
」
と
声
を
か
け
て
み

て
く
だ
さ
い
。　

●
声
を
か
け
る
の
が
た
め
ら
わ
れ
る
場

合
や
Ｄ
Ｖ
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
と
き

は
、
気
づ
い
た
方
が
相
談
機
関
に
相
談

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　　

友
達
か
ら
相
談
さ
れ
た

●
「
大
変
だ
っ
た
ね
」
な
ど
、
被
害
者

に
寄
り
添
う
よ
う
な
言
葉
を
か
け
な
が

ら
、
し
っ
か
り
話
を
聞
い
て
あ
げ
て
く

だ
さ
い
。

●
相
談
機
関
に
「
相
談
し
よ
う
」
と
勧

め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

●
暴
力
を
受
け
た
直
後
な
ら
、
医
療
機

関
の
受
診
と
と
も
に
、
警
察
に
相
談
に

行
く
よ
う
話
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
も
し
か
し
て
Ｄ
Ｖ
？
」
と
思
っ
た
ら

12日～25日
女性に対する暴力をなくす運動

11月

● 配偶者や恋人からの暴力全般に関する主な相談窓口

相談機関名 電話番号 相談時間など

配偶者暴力
相 談 支 援
センター

広島こども
家庭センター

☎ 082-254-0391 月～金　10 時 -17 時

休日夜間電話相談
☎ 082-254-0399

月～金　17 時 -20 時
土日祝　10 時 -17 時

備北こども
家庭センター

☎ 0824-63-5181 ㈹
内線 2313

月～金　10 時 -17 時

庄原警察署　 ☎ 0824-72-0110 ㈹ 24 時間

庄原市役所女性児童課
（各支所でもお受けします）

☎ 0824-73-1243

月～金　
8 時 30 分 -17 時 30 分
※祝・年末年始を除く
※制度についての情報
提供・関係機関の紹介・
助言などを行います

相談機関名 電話番号 相談時間など

配偶者暴力
相 談 支 援
センター

広島こども
家庭センター

☎ 082-254-0391 月～金　10 時 -17 時

休日夜間電話相談
☎ 082-254-0399

月～金　17 時 -20 時
土日祝　10 時 -17 時

備北こども
家庭センター

☎ 0824-63-5181 ㈹
内線 2313

月～金　10 時 -17 時

庄原警察署　 ☎ 0824-72-0110 ㈹ 24 時間

庄原市役所女性児童課
（各支所でもお受けします）

☎ 0824-73-1243

月～金　
8 時 30 分 -17 時 30 分
※祝・年末年始を除く
※制度についての情報
提供・関係機関の紹介・
助言などを行います

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

女
性
・
男
性
と
も
に
相
談
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

女
性
児
童
課
男
女
共
同
参
画
係　

☎
０
８
２
４

−

７
３

−

１
２
４
３
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